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する電気通信事業者（同法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。）

により割り当てられる文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信（同法第二

条第一号に規定する電気通信をいう。）により送信されるものをいう。以下同じ。） 
六 侵害情報に係るＳＩＭカード識別番号（携帯電話端末等からのインターネット接続

サービスを提供する電気通信事業者との間で当該サービスの提供を内容とする契約を

締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体（電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に係る記録

媒体をいい、携帯電話端末等に取り付けて用いるものに限る。）を識別するために割り

当てられる番号をいう。以下同じ。）のうち、当該サービスにより送信されたもの 
七 第四号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、第五号の携帯電話

端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る携帯電話端末等又は

前号のＳＩＭカード識別番号（携帯電話端末等からのインターネット接続サービスに

より送信されたものに限る。）に係る携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる

特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻 
 
附 則 
この省令は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に

関する法律の施行の日（平成十四年五月二十七日）から施行する。 
  




